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はじめに
多治見市消防本部（以下「当本部」という。）
は、職員数111名、１本部３署からなる全国的
にみると小規模消防本部である。査察体制は本
部予防課に課長以下６名及びOBの会計年度任
用職員の合計７名が所属し、うち１名が査察担
当として、防火対象物点検実施義務対象物及び
（16）項イの統括防火管理者選任義務対象物など
を受け持っている。違反是正は主に受け持ち対
象物の甲種防火管理者未選任、訓練未実施、消
防用設備等点検未実施及び防火対象物点検未

実施に加え、特定防火対象物の設備違反全般（消
火器を除く。）及び命令の履行期限が経過した案
件を担当している。一方、各署には隔日勤務の
予防担当者が総勢25名おり、非特定防火対象物
の重大違反や甲種防火管理者選任義務対象物
に対する未選任、訓練未実施及び消防用設備等
点検未実施に対する違反是正を行っている。
当本部の取組は、令和５年12月号「 立ち止
まらない違反処理」で紹介しているが、平成26
年度の「特定防火対象物の重大違反」を皮切り
に、毎年度当初に消防長名で発出される「違反
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処理方針」に基づき、年々違反処理の対象を拡
大しながら是正を推進し、現在に至っている。
今回は、工場（12）項イの自動火災報知設備

（以下「自火報」という。）未設置対象物を警察に
告発し、罰則が決定したにもかかわらず是正さ
れず、再度命令、告発を経て是正に至った事例
を紹介する。本職は、令和３年度に本部予防課
査察担当に着任しているが、今回の事案は当本
部として２件目及び３件目の告発事例である。
違反覚知から約37年、最初の命令から約５年と
いう長い年月を費やしたが、当本部の信念が実
を結んだ是正事案である。命令後も是正されず
指導に苦慮されている事案をお持ちの消防本部
の方々にとって、少しでも参考になればとの思い
で筆を執ることとした。

対象物概要
当該対象物は、地場産業である陶器製品の製
造加工を行う製陶工場（12）項イで、有限会社Ｘ
が昭和46年に鉄骨造スレート葺平家建を新築
し、その後２度の増築を経て現在の延べ面積に
至っている。調査の結果、準耐火構造の普通階
である。増築経過は次のとおり。

指導の経過（違反覚知～略式命令）
当本部の（12）項イに対する違反是正は平成29
年度から本格化したが、市内の防火対象物の約
40％を工場や倉庫が占め、その大半は地場産業
である製陶業関係である。当初は200件以上の
膨大な重大違反対象物があり、特定防火対象物
の重大違反も残存していたため「とりあえず命
令まで進もう」といった流れであった。当該対
象物は、そのような流れの中で命令の履行期限
を経過しても是正されないいわゆる「焦げ付き
事案」という当本部の悩みの種の代表格であり、
本職は命令の履行期限を１年４か月ほど経過し
た時点で対応することとなった。指導経過は次
のとおり。
・昭和62年１月16日　立入検査（違反覚知）
�　前年に増築に伴う防火対象物使用開始届が
提出され、消防として消火器及び自火報の設
置を指導し、有限会社Ｘから自火報の平面図
及び系統図が提出されていた。立入検査にお
いて設置されていないことを確認し、指導を
開始している。

・�平成30年11月１日　立入検査（覚知から４回
目）、実況見分、質問調書録取
�　有限会社Ｘ代表取締役Ａに対して立入検
査結果通知書を交付

・�平成30年11月27日　改修（計画）報告書受理
（令和元年５月26日までに是正する内容）

・�令和元年５月27日　警告書交付（配達証明付
き内容証明郵便）（履行期限：同年８月26日）

・�令和元年８月27日　命令書交付（履行期限：

年月日 変更面積 延面積

新築 昭和46年
６月12日 ― 236.6㎡

増築１ 昭和46年
９月６日 66.72㎡ 303.32㎡

増築２ 昭和61年
３月９日 924.21㎡ 1227.53㎡

対象物の外観 対象物の内部
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速やかに再告発まで進めたいと考えていたが、警
察、検察及び弁護士からは行政指導から再開す
べきと助言があった。行政指導前提の原則に基
づき、消防としての任務や手続きは省略すべき
ではなく、告発によらなければ是正が不可能で
あることを改めて立証すべきとの観点によるもの
であったことから、他の事業所との公平性と、行
政手続きの正当性を担保するべく、再度立入検
査から開始し、妥当な履行期限を設け、違反処
理に移行することとした。
●何を調査し、何の書類を告発書に添付すべきか？
すでに刑が確定した事案について、再度命令
後の告発を行う場合の書類等の留意点について
も検討した。警察からは「前回告発時の書類に、
今後の調査結果や指導記録を追加すればよい」、
検察からは「前回との変更点に着目した調査で
問題ない。告発の添付資料は前回の資料に追加
する形であっても事件として取り扱うことは十
分可能」と助言を頂いた。
これに基づき、警察や検察と連携しながら告
発に向けて準備していくこととした。
すべてが手探りであったが、着手に係る疑問
を解消できたことで、市長を含む市の幹部に告
発結果及び再指導方針について報告し、是正に
向けて再始動した。

再指導開始
しかし、そう簡単にはいかないものである。略
式命令通知から１か月が経過し、いざ連絡を取
ろうとすると、一切電話に出ていただけなくなっ
てしまった。名宛人は、以前からアポ無しで訪
問することを極端に嫌い、不法侵入だとして警
察を呼ぶこともあった。警察に相談したところ
「他に消防ができる手段はないか」と親身に相談
に乗ってくださり、様々な事態を想定し、立入検
査拒否による措置についても協議した。
立入検査拒否については、告発経験がある高
崎市等広域消防局（平成19年（４）項）からも情報
を頂き、警察と検討を重ねた結果、書面で事前
通知を行ったうえで反応がなければ直接訪問す
ることとし、立入検査拒否による告発の流れを

同年11月25日）
・�令和２年３月３日　催告書交付（配達証明付
き内容証明郵便）

・�令和３年８月19日　報告徴収付催告書交付
・�令和３年11月５日　警察に告発
・�令和４年１月20日　検察に送致（警察の報道
発表なし）

・�令和４年３月16日付　検察庁から処分通知
書収受（起訴）

・�令和４年４月５日付　裁判所から通知書（罰
則について記載した書面）収受（略式命令：法
人及び代表にそれぞれ10万円の罰金刑）

略式命令後の苦難
「告発したら是正されるだろう」と期待してい
たが、その後も関係者から違反是正に関する意
思は示されなかった。むしろ本事案の本当の闘
いはここからであった。
指導を再開するにあたり直面したのが「いつか
ら？　どこから？　何を？」という、未経験の疑
問である。そこで、略式命令決定後速やかに警察、
検察、消防庁に見解を伺うとともに、「違反是正
の推進に係る弁護士事業」を活用した。また再
告発の経験がある大阪市消防局（平成４年（５）項
イ）からも情報をいただき検討を重ねた。
●いつから指導を再開すべきか？
「略式命令決定後も是正意思が認められない
場合、いつから再指導を開始すべきか」について
は検察から「略式命令の２週間後（被告人が、略
式命令があった日から14日以内に正式裁判を請
求することができることから、それ以降であれば
確定判決として取り扱うことが可能になるため）
であれば再指導に着手して問題ない、ただし被
告人が反省と是正の意思を持って罰金を納付し
た可能性は否定できない。時間を置く必要はな
いが、慎重に検討されるべき」と助言を頂いた。
当本部では、正式裁判の請求期間と見積取得
に要す期間を考慮し、略式命令通知の１か月後
を目途に指導を再開することとした。
●どの措置から指導を再開すべきか？
当本部としては、なるべく最小限の手続きで



「月刊フェスク」’25.2　37

確立した（資料１参照）。
配達証明郵便で事前通知を行ったが反応はな
く、事前通知どおり令和４年11月17日に立入検
査を実施することとなった。現地での滞在時間
を最小限にし、無用なトラブルを回避するため、
予防課６名全員を名宛人対応班と２つの実況見
分班の合計３チームに分け、手順を打ち合わせた
うえで臨んだ。代表取締役は勤務中であり、不
満をあらわにしつつも拒否はせず調査に承諾い
ただいたため、手筈どおり速やかに実況見分を行
い、違反事実の再確認を実施し、予定から半年
遅れであったが立入検査結果通知書を交付した。

警告
立入検査結果通知書交付から30日以内に提
出を求める改修（計画）報告書の提出はなく、名

宛人からのアクションもなかったため、警告書
交付の運びとなった。相変わらず連絡が取れな
いため、配達証明付き郵便による訪問の事前通
知を経て直接交付することとした。訪問すると
代表取締役Ａに会うことができ、警告書を読み
聞かせると、先代の逝去に伴いＡが代表取締役
から取締役へ役職変更した事実を告げられたの
だった。当本部では名宛人については公的資料
に基づき慎重に判断しているが、直前の出来事
であったため、登記の変更手続きが完了してい
なかったのである。これを受け、法人登記に新
たな名宛人の役職が記載されたことを確認した
後に、改めて「取締役Ａ」（代表取締役Ａと同一
人物）に対して２週間遅れの警告書を交付した。
役職のみの変更であっても、法人の代表が法形
式上は別人格になってしまうことを危惧し、指

資料１　立入検査拒否事案対応イメージ



38　「月刊フェスク」’25.2

導のやり直しが頭をよぎったが、「代表取締役宛
ての立入検査結果通知書から取締役宛ての警告
書に移行したとしても、何ら不利益な影響を与
えない行政指導の範疇での変更である」との警
察からの助言を受け、警告書から取締役Ａを名
宛人にすることとしている。

命令
警告の履行期限が経過したが動きはなく、い
よいよ再命令である。警察との事前協議の中で、
命令履行期限経過後直ちに再告発する方針とし
ていたため、「命令時の警察官同行（行政執行官
警護）」及び「告発の口頭予告」を行うことを決
定するとともに、配達証明付き郵便による事前
通知を経て、命令前の実況見分を省略し、現地
で自火報の設置がないことを確認した後に命令
書を交付する手順とした。
令和５年５月31日、自火報の設置は認められ
ず、警察官立会のもと同年８月29日を履行期限
とした命令書を交付した。警察官が立ち会うこ
とでトラブルの抑止になるのはもちろんのこと、
命令書交付、教示の読み聞かせ及び告発の予告

について客観性を持たせることができたことは、
多数の告発予備軍を抱える当本部にとっては、
今後の警察との連携強化につながる収穫であっ
た（資料２参照）。
標識は、前回の命令の効力は継続しているこ
とから、令和元年の標識に重ねる形で設置し記
録におさめ、市のホームページは今回の情報に更
新した。

書類の準備と三者協議
これまでも継続的に警察及び検察と協議を重
ねながら進めてきたが、命令及び告発予告を行っ
た後には連携のギアを一段上げ、より詳細な打
ち合わせを繰り返した。告発書の体裁、追加書
類の作成、履行期限経過の判断方法、告発時期、
警察側の報道発表、逮捕を含めた被告発人の処
遇など、協議内容は多岐にわたり、迅速かつ抜
かりなく事件化する手筈を整えていった。
そして履行期限翌日、履行期限経過判定書を
作成し、告発への動きも最終段階となった。
※�「履行期限経過判定書」とは、①消防法施行令第36条

の２第１項第９号の規定により自火報の設置工事は消

資料２　重大違反 現勢表（令和６年12月１日現在）
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防設備士のみが行う必要があること、②消防法第17条
の14に基づく工事着手の届出がないこと、③仮に設置
工事が完了していたとしても消防法第17条の３の２に基
づく検査を受けていないこと、④消防法第17条の７第２
項により消防設備士免状には返納規定があるため無届
で工事を行うには合理性を欠くことなど、現地確認を経
ることなく未是正であることを証明するもので、捜査機関
との調整の中で命令の履行期限経過の証拠書類とし
て作成することとなったもの。

ついに最終局面を迎え、「警察・検察・消防
の三者協議」の場が設けられた。この場では警察、
検察双方に告発書を仮提出し、書類の事前審査
をしていただくとともに、告発書提出後の動き
について協議した。捜索・差押・検証、いわゆ
るガサの手順、人員配置及び調査項目について
の打ち合わせを実施し、安全・確実・徹底的な
捜査の共通認識を図った。その際に警察や検察
から作成の指示があった書類は、前述の履行期
限経過判定書に加えて主に次の３点である。
①用途説明書
工場（12）項イの用途判定の根拠について参考
文献を引用して説明した書類。
※�（12）項イは工場と作業場に分類されるが、捜査機関に

とっては特別法である消防法を紐解くことは時間と労力
を要す。ましてや用途判定は設備設置基準の根幹をな
すものである。消防法に基づく用途判定の根拠を、消
防長決裁を受けた書面とすることで命令の正当性確保
と捜査の合理化を図る目的。

②違反設備概要説明書
設置命令している消防用設備等（自火報）につ
いて参考文献を引用して説明した書類。設備の
目的、設置基準及び構成について記載。

③謄本作成報告書
「前回の告発内容については写しを末尾に添
付する」というだけのものであるが、前回の告発
書を継承するうえで必須となる書類。
※�この書類により、変更点に着目した実況見分が可能に

なり、指導経過が引き継がれる。警察官いわく、再犯や
余罪の捜査書類で日常的に作成する一般的な書類と
のことであり、書類の名称も警察が使用している名称を
準用。

その他の添付書類は、原本証明書、書類目録、
指導履歴などオーソドックスなものであるが、質
問調書は供述の記録文書に代え、実況見分調書
は写真説明書に代えている。これらは警察・検
察双方からの了承を得て運用し、今回の写真説
明書もA4用紙１枚と写真４葉（データのカラー
コピー）のみと、かなりコンパクトにした（資料３
参照）。

再告発
最後の手続きは、市長を含む市上層部への伺
いである。当市では正式裁判への発展などを考
慮し、必ずこの手順を踏むが、三者協議を経て
捜査機関の意向を携えた我々は、再告発実施の
伺いに加えて、もう一つ重要な伺いを立てた。
それは「消防単独での報道発表」である。当市は、
告発に関する報道発表は警察に準ずるとしてお
り、警察が報道発表した１件目は発表し、２件
目となる本事案の初回の告発は発表することが
できなかった。しかし、是正措置としての告発
の最大の効果は、刑事的影響より社会的影響に

資料３　写真説明書
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あり、報道発表された１件目と比較して、２件
目の告発の効果は半減したと思料することから、
当本部としては消防単独であっても報道発表し
たいと申し入れた。
入念に準備したレクの甲斐もあり、再告発及
び消防単独の報道発表ともに了承され、すべて
の信号が青に変わり、本部に帰庁した私は、準
備しておいた告発書を握りしめ即座に警察署へ
向かった。令和５年９月28日、命令の履行期限
経過から29日目のことである。

報道発表、そして是正へ
告発書は即日受理され、警察による捜査が始
まった。これまでと同様に警察と頻繁に連絡を
取り合い、追加資料の提供や参考人調書作成に
協力した。捜索・差押・検証には予防課から３
名が立ち会ったが、事前の打ち合わせや設備概
要説明書を提出していたおかげでスムーズかつ
トラブルなく終了した。この日を境に、対象物
の地元名士からの相談、委任状を持参した設備
業者からの図面提供依頼など、警察が本格的に
動き出したことに呼応するように周囲が慌ただ
しくなった。
そして令和６年２月16日、警察から検察に送
致された。連絡を受けた私は、すぐさま有限会
社Ｘ及び取締役Ａを消防法違反として警察に再
度告発した旨の情報提供シートを、市の広報部
局を経由して報道16社に投げ込んだ。告発の事
実を送致のタイミングで投げ込んだのは、円滑
な捜査に配慮したためである。シートには自火
報の設置基準を具体的に盛り込むことで違反是
正指導中の他対象物への波及効果を最大限引
き出せるよう工夫したほか、いかにすれば市民
の目に留まるかに主眼を置き作成した。記者発
表用に想定問答集を準備し、問い合わせ窓口を
予防課長に一本化する等、報道機関からの問い
合わせに備えた。翌朝、新聞２社の朝刊に掲載
され、電子版と紙面にて公の目に触れることと
なった。
効果はすぐに表れ、数十年間にわたり違反是
正指導をしていたにもかかわらず是正されなかっ

た違反対象物から、ついに着工届が提出された
のである。新聞が発行された日から有限会社Ｘ
に対して、取引先や同業者からの電話が鳴りや
まず、やむなく設置することにしたと、風の便り
に聞いている。
着工届受理から17日後には検察庁から処分通
知書が届き、開封すると「不起訴」の文字があっ
た。現状では着工届が提出されたのみで、是正
には至っていないことから、決定に違和感を覚
えた私は、すぐに刑事訴訟法第261条に基づく不
起訴理由の開示請求を行った。翌日検察を訪れ
ると、理由は①着工届が提出されたこと、②工
事請負契約書が締結されていること、③具体的
な資金計画書の提出があったこと。これらを総
合的に判断し「起訴猶予」としたとの回答であっ
た。本対象物は過去に設備の設置図面まで届け
出たにもかかわらず未設置のまま使用開始され
た経緯があり、かつ命令違反として罰則が確定
したにもかかわらず是正されていない事実があ
る。起訴の判断は検察のみに委ねられるが、消
防の検査が完了するまでは予断を許さないとい
う思いが拭えなかった。
そこで担当検事に申し入れたところ、「着工届
どおりに工事が着手されない場合など、事情に
変更があった際は再起の申し立てをするように」
と提案された。「再起」とは、決定した不起訴処
分を取り消して再び捜査に着手する検察の内部
行為であり、時効前であれば再起は可能である
とのことであった。担当検事とは、被告発人に
具体的是正行為が認められないと消防側が判断
した時点で通報する手順を申し合わせた。
是正までの動きであるが、設置予定の自火報
の感知器に流通量が少ない光電式分離型感知器
を選択していることに加えて、石川県で発生し
た震災の影響で部材の納入に遅れが生じたこと、
当該感知器の天敵である日光や風雨の問題に伴
う外壁の補修工事が遅延したことから工期は延
長したが、設備業者から適宜現状報告があった
ことで、設置に向けて動いていることは確認で
きた。
ついに、令和６年７月10日に設置届が提出さ
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れ、７月26日に消防検査、同日付で令和元年８
月27日及び令和５年５月31日に発令した２件
分の命令解除通知書を交付し公示を撤去するに
至り、地場産業を支える町工場は安全な建物に
生まれ変わったのである。

信念と伝承
俯瞰的に見ると、「ひとつの事案に時間と労力
をかけすぎている」と言われても仕方がない事例
であったが、本事案の歴代担当者が信念を貫き
通した結果、立ち止まることなく違反処理を進
めることで是正に至ったことは、後世へ伝えるべ
き前例になったことは言うまでもない。当然、よ
り迅速な是正を実現できなかったという自身の
未熟さについては、反省と責任を感じる次第で
ある。
今回の経験は、困難を極めたがゆえに様々な
ことを考え、調べるきっかけとなり、他機関との
関係もこれまでにない域に達することができた。
本事案がなければ、違反是正体制の進化も、職
員の意識向上も、報道発表による絶大な波及効
果も得ることはなかったであろう。まさに今後
の違反是正において、当本部のレベルを格段に
引き上げてくれた最高の事例だったと言える。

まとめ
今のところ、当本部の告発事例は全て設備設
置により是正されている。違反対象物を安全な
建物に生まれ変わらせるというマインドで、従
業員や周辺住民の安心安全につなげることがで
き、最終的には当本部が目指す「迅速・確実・
円満」な是正に近づけたのではないかと感じて
いる。
当本部にあっては、慢性的なマンパワー不足、
隔日勤務者による災害出動の合間を縫った違反
是正、人事異動による事案の引継など、様々な
事情はあるが、市民や事業者にとっては消防の
勝手な都合に他ならない。消防本部の規模に違
いがあったとしても、命の重さや遵守すべき法
令、世間が消防に期待する一切にはわずかな誤
差すらない。だからこそ、正当な優先順位と確

たる方針のもと、与えられた権限を適時適切に、
かつ愚直に行使するしかないのではなかろうか。
当本部にとってこの事案の経験は、大きな自信
と次への活力につながるとともに、今では他の
違反対象物のほとんどが措置前に是正されるよ
うになった。これが最大の成果である。

最後に
歴代の担当者がタスキをつないできた本事案
は、疑問や困難に直面するたびに、警察や検察、
そして全国の違反是正担当者の方々から親切で
適切なアドバイスを頂きながら、完結を迎えるこ
とができた。皆様には感謝の言葉しかない。
告発は罰則を求める意思表示であり、警察に
是正のお手伝いを依頼するものではない。しか
し、間接的に是正に至らしめることは事実であ
り、初動からその道筋を立てておくことで、迅
速で確実なものとなる。多治見市消防本部は
この経験と皆様から得た知識を必ず後世に伝承
し、より強固な火災予防体制に昇華させる構え
である。
最後に、これまで親身に相談に乗ってくださ
り、様々な情報をくださった全国の消防本部の
皆様、そして私のつたない記事を最後までお読
みいただいた皆様方には、心より感謝申し上げ
る。今後も当本部は、消防が火災予防の砦であ
ることを住民に証明し続けていく所存である。

令和６年度  当本部予防課


